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２０２６年４月１日以降の
賃金引上げ等について

（組合）２１，０００円の賃上げを実施すること。

（会社）収入は計画を上回り推移している。通期業績は、昨年度と同

程度の経常利益４，０００万円計画している。賃上げについて

は、３月中に、年度末の見通しなど経営状況を考慮して判断す

る。ベ・アまたは一時金が出来るかは現時点まだわからない。

（組合）臨時雇用員の時給を１，５００円以上とすること。

（会社）この間も最低賃金の引き上げに合わせて改定してきた。１０

月に最低賃金改定の内容に合わせ見直していく。

（組合）年間休日数を１１０日とすること。

（会社）次年度２日増の１０７日とする。

（組合）家族手当を一律５，０００円とすること。

（会社）現時点、増額は考えていない。

（組合）年次有給休暇の半日休暇制度を設けること。

（会社）対象者は契約社員までとなるが、可能となる職種は限られる。

引き続き検討したい。

（組合）休日数以外に規則・規程の変更はあるのか。

（会社）通勤手当の５０ｋｍ以上を新設する。また嘱託社員制度を廃

止し、該当者を契約社員に変更する。


